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平成２０年度決算に係る健全化判断比率

及び資金不足比率の審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）

第３条第１項及び第２２条第１項の規定により審査に付された、平成２０年

度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる

事項を記載した書類について審査した結果、次のとおり意見を提出します。



第第第第１１１１ 審 査審 査審 査審 査 のののの 概 要概 要概 要概 要

１１１１ 審査審査審査審査のののの対象対象対象対象

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）に定める、

平成20年度決算に係る実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来

負担比率（以下「健全化判断比率」という。）及び資金不足比率並びにその算定の

基礎となる事項を記載した書類を審査の対象とした。

２２２２ 審査審査審査審査のののの方法方法方法方法

審査に当たっては、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎とな

る事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として、関係諸帳簿及び証

拠書類の調査照合を行うとともに、関係部局から説明を聴取し、併せて決算審査及

び定期監査の結果も参考にして審査した。

第第第第２２２２ 審査審査審査審査のののの結果及結果及結果及結果及びびびび意見意見意見意見

１１１１ 審査審査審査審査のののの結果結果結果結果

審査に付された下記の健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎と

なる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。○健全化判断比率 （単位：％）平成２０年度決算 平成１９年度決算 早期健全化基準 財政再生基準実 質 赤 字 比 率 － － ３．７５ ５連結実質赤字比率 － － ８．７５ ２５実質公債費比率 １４．４ １３．８ ２５ ３５将 来 負 担 比 率 ２７０．７ ２７３．６ ４００（注）実質赤字額及び連結実質赤字額が生じていないため、「－」と表示した。○資金不足比率 （単位：％）区 分 会 計 名 平成２０年度決算 平成１９年度決算 経営健全化基準地方公営 流域下水道特別会計 － －企業法非適用企業 港 湾 整 備 特 別 会 計 － －地方公営 中 央 病 院 事 業 会 計 － －企 業 法 ２０適用企業 高 松 病 院 事 業 会 計 － －港湾土地造成事業会計 － －電 気 事 業 会 計 － －水道用水供給事業会計 － －（注）資金不足額が生じていないため、「－」と表示した。



２２２２ 審査審査審査審査のののの意見意見意見意見

健全化判断比率のうちの実質赤字比率及び連結実質赤字比率並びに資金不足比率

の各項目については、全会計を通じて黒字であり、実質赤字又は資金不足が生じて

いないことから健全な段階にあることが確認された。

また、健全化判断比率のうちの実質公債費比率は、前年度を0.6ポイント上回る

14.4％、将来負担比率は、前年度を2.9ポイント下回る270.7％となっており、両数

値とも早期健全化基準である25％又は400％を下回っており、健全な段階にあること

が確認された。

しかし、一般会計の実質収支が黒字となっているのは、財政調整基金と減債基金

を合わせて 45億円取り崩したことによるものである。

また、県債残高の増嵩に伴い、公債費負担が年々増加しているところであり、

今後の実質公債費比率の推移については、早期健全化基準には至らないものの、

何らの対策を講じない場合には、新規の県債発行に当たって総務大臣の許可が必要

となる18％を超える年度も生じることが見込まれている。

こうした中、本県は、「行財政改革大綱２００７」に基づき、県債残高の抑制

及び基金残高の確保を基本に、歳入の確保、定員の適正化計画の見直しと職員費の

削減等を掲げているところであるが、県財政を取り巻く厳しい状況に鑑み、大綱の

進行管理と評価をしっかりと行って、その徹底を図るなど、自立的かつ持続可能で

強固な財政基盤の確立に努められたい。



付 表

１ 実 質 赤 字 比 率

２ 連 結 実 質 赤 字 比 率

３ 実 質 公 債 費 比 率

４ 将 来 負 担 比 率

５ 資 金 不 足 比 率

（参考）

健全化判断比率等の対象範囲



  

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

一般会計等の実質赤字額（A)

※実質赤字額は発生していない

一般会計等に係る実質収支額（A) （単位：千円）

526,782,938 522,458,490 20,037,358 16,508,832 795,922

6,818,541 6,188,210 0 0 0

5,835 5,835 0 0 0

142,778 124,034 0 0 0

13,639,027 11,405,298 0 0 0

230,002 23,407 0 0 0

260,007 54,171 0 0 0

96,409 10,458 0 0 0

600,038 357,277 0 0 0

713,060 305,423 0 0 0

147,237,171 147,237,171 0 0 0

696,525,806 688,169,774 20,037,358 16,508,832 795,922

（単位：千円）

　 　 　

　 　 　

　 　

　 　 　合　　   　　　計

156,717,707

120,306,158

22,446,899

299,470,764

歳　出　総　額
(2)

標準税収入額等

普通交付税額

臨時財政対策債発行可能額

区   　　　　　分 金　　　　　額

会      計      名
歳  入  総  額

(1)

一
般
会
計
等
に
属
す
る
特
別
会
計

一般会計

育英資金特別会計

合　   　 　　　計

標準財政規模（B)

公債管理特別会計

実質収支額
(1)-(2)-(3)-

(4)+(5)

証紙特別会計

土地取得特別会計

母子寡婦福祉資金特別会計

農業改良資金特別会計

林業改善資金特別会計

沿岸漁業改善資金特別会計

金沢西部地区土地区画整理
特別会計

中小企業近代化資金貸付金
特別会計

１ 実質赤字比率

　
－

299,470,764

  実質赤字比率  ＝

＝ －

標準財政規模（B)

【計算式】

0

事業繰越額(4)

0

630,331

翌年度に繰り越すべき財源 

繰越明許費(3)
左記に係る未収
入特定財源(5)

18,744

2,233,729

206,595

0

4,031,584

205,836

85,951

242,761

407,637



 

※連結実質赤字額は発生していない

一般会計等に係る実質収支額（A) （単位：千円）

　 526,782,938 522,458,490 20,037,358 16,508,832 795,922

6,818,541 6,188,210 0 0 0

5,835 5,835 0 0 0

142,778 124,034 0 0 0

13,639,027 11,405,298 0 0 0

230,002 23,407 0 0 0

260,007 54,171 0 0 0

96,409 10,458 0 0 0

600,038 357,277 0 0 0

713,060 305,423 0 0 0

147,237,171 147,237,171 0 0 0

696,525,806 688,169,774 20,037,358 16,508,832 795,922

一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の特別会計に係る実質収支額（B) （単位：千円）

　 9,727,835 9,644,211 0 0 83,624

公営企業会計（法非適用企業）に係る資金剰余額（C) （単位：千円）

4,073,728 4,067,603 186,800 186,800 6,125

2,034,902 2,032,172 40,000 40,000 2,730

6,108,630 6,099,775 226,800 226,800 8,855

公営企業会計（法適用企業）に係る資金剰余額（D) （単位：千円）

3,399,726 1,498,344 0

1,063,980 139,526 0

　 1,752,213 500,385 482,688

2,850,393 197,970 0

4,153,264 586,154 0

13,219,576 2,922,379 482,688

（単位：千円）

－
＝　－

  連結実質赤字比率 ＝
  連結実質赤字額（A)+(B)+(C)+(D)

299,470,764

 標準財政規模（E)

 全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率

【計算式】

２ 連結実質赤字比率

206,595

18,744

2,233,729

土地取得特別会計

母子寡婦福祉資金特別会計

 一般会計

 

中央病院事業会計

合　　　　　　　計

農業改良資金特別会計

沿岸漁業改善資金特別会計

金沢西部地区土地区画整理
特別会計

会      計      名

 公営競馬特別会計

会      計      名

歳 入 総 額
(1)

歳 出 総 額
(2)

翌年度に繰り越すべき財源 

林業改善資金特別会計 205,836

85,951

育英資金特別会計

合　　　　　　　計

実質収支額
(1)-(2)-(3)-

(4)+(5)繰越明許費(3) 事業繰越額(4)
左記に係る未収
入特定財源(5)

-            水道用水供給事業会計

10,127,049652,836合　　　　　　　計

3,567,110

金　　　　　　　額 299,470,764

電気事業会計

港湾土地造成事業会計

標準財政規模（E）

0

0

流動負債控除額
(3)

-            

流 動 資 産
(1)

流 動 負 債
(2)

歳　入　額
(1)

流域下水道特別会計

港湾整備特別会計

会      計      名

1,081,680

-            

-            

652,836

実質収支額
(1)-(2)-(3)-

(4)+(5)

0

事業繰越額(4)

0

630,331

翌年度に繰り越すべき財源 

繰越明許費(3)
左記に係る未収
入特定財源(5)

繰越明許費(3) 事業繰越額(4)

242,761

407,637

0

4,031,584

翌年度に繰り越すべき財源 

0

歳 出 総 額
(2)

会      計      名
歳 入 総 額

(1)

一
般
会
計
等
に
属
す
る
特
別
会
計

公債管理特別会計

証紙特別会計

中小企業近代化資金貸付金
特別会計

高松病院事業会計

資金剰余額

(1)-(2)-

(3)-(4)+(5)
左記に係る未収
入特定財源(5)

2,652,423

0

資  金  剰  余  額
(1)-(2)+(3)-(4)

長期借入金
（4）

歳   出   額
(2)

1,901,382

924,454



　

【計算式】

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

３か年平均 ( 14.30653 ＋ 14.00974 ＋ 15.06462 ）÷３＝１４.４％

34,330,602 33,834,521 36,842,066
239,964,586 241,507,103 244,560,219

　　 （単位：千円）

88,334,721 87,967,366 88,440,105

2,529,446 2,155,709 3,312,506

56,533,565 56,288,554 54,910,545

296,498,151 297,795,657 299,470,764

  

標準財政規模（D)－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）(C)

（地方債の元利償還金(A)＋準元利償還金(B)）－
（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額(C))

地方債の元利償還金(繰上償還額、特定財源等を除く）(A)

平成１９年度

３ 実質公債費比率

平成２０年度区　       　　  　　　　分 平成１８年度

　

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率（３か年平均）

 実質公債費比率＝

準元利償還金(B)

元利償還金と準元利償還金に係る基準財政需要額算入額（C)

標準財政規模（D)



 

【計算式】

662,074,590
 244,560,219

　将来負担額（A)

　充当可能財源等（B)

 

　標準財政規模（C)

　

元利償還金と準元利償還金に係る基準財政需要額算入額（D)

将来負担額(A)－

=270.7％

 将来負担比率＝

 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

(充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)(B)

 

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

42,938,883

6,732,483

0

1,436,854,045

5,097,295

2,774,859

7,370,879

金　　　額区                                    分

15,234,403

515,332

42,793,584

54,940

3,064,961

2,511,282

港湾整備特別会計

一般会計

会　　　計　　　名　　　等

計

一般会計

母子寡婦福祉資金特別会計

中小企業近代化資金貸付金特別会計

農業改良資金特別会計

流域下水道特別会計

金沢西部地区土地区画整理特別会計

金　　　額

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

0

計

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

土地開発公社

第三セクター等

地方債の償還額等に充当可能な基金

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

連結実質赤字額

299,470,764

68,262,530

114,250,766

592,266,159

774,779,455

54,910,545

４ 将来負担比率

地方債の現在高

債務負担行為に基づく支出予定額

 
標準財政規模（C)－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）（D)

中央病院事業会計

一般会計

水道用水供給事業会計

49,671,366

1,154,758,409

設立法人の負債額等負担見込額

公営企業債等繰入見込額

退職手当負担見込額

1,201,187,226

2,970,389

道路公社

163,390,171

高松病院事業会計

1,880,578

計

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額

地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入見込額

地方債の償還等に係る基準財政需要額算入見込額



 　

 

※下表のとおり各会計の資金不足額は発生していない

　資金不足額（△は資金の余剰を示している）（A) （単位：千円）

流  動  負  債 流  動  資  産 長 期 借 入 金 資 金 不 足 額

（歳　出　額） （歳　入　額） （△資金剰余額）

（D) （E) （F) （D)-(E)+(F)

4,067,603 4,073,728 - △ 6,125

2,032,172 2,034,902 - △ 2,730

1,498,344 3,399,726 - △ 1,901,382

139,526 1,063,980 - △ 924,454

500,385 1,752,213 652,836 △ 598,992

197,970 2,850,393 - △ 2,652,423

586,154 4,153,264 - △ 3,567,110

△ 9,653,216

   

事業の規模（B) （単位：千円）  

営  業  収  益 受託工事収益 事 業 の 規 模

（G) （H) （G)-(H)

1,019,211 0 1,019,211

255,924 0 255,924

13,241,401 0 13,241,401

2,456,298 0 2,456,298

1,193,558 0 1,193,558

7,472,665 0 7,472,665

 25,639,057

事業の規模（宅地造成事業）（C) （単位：千円）  

資　　　  本 負　　　  債 事 業 の 規 模

（I) （J) （I)+(J)

2,421,454 1,153,221 3,574,675港湾土地造成事業会計

会　　　　計　　　　名

電気事業会計

水道用水供給事業会計

水道用水供給事業会計

合　　　　 　　　　　計

流域下水道特別会計

中央病院事業会計

高松病院事業会計

電気事業会計

会　　　　計　　　　名

流域下水道特別会計

港湾整備特別会計

合　　　　 　　　　　計

会　　　　計　　　　名

港湾整備特別会計

中央病院事業会計

高松病院事業会計

港湾土地造成事業会計

　    資金不足比率＝

５ 資金不足比率

資金の不足額（A)

事業の規模（B)又は（C)
 

公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率

【計算式】



健全化判断比率等の対象範囲

県 の 会 計 区 分

一 般 会 計 等  一般会計

 証紙特別会計

 土地取得特別会計

 母子寡婦福祉資金特別会計

 中小企業近代化資金貸付金特別会計

 農業改良資金特別会計

 林業改善資金特別会計

 沿岸漁業改善資金特別会計

 金沢西部地区土地区画整理特別会計

 育英資金特別会計

 公債管理特別会計

公 営 事 業 会 計  公営競馬特別会計

地 方 公 営 企 業 法  流域下水道特別会計

非 適 用 事 業  港湾整備特別会計

地 方 公 営 企 業 法  中央病院事業会計

適 用 事 業  高松病院事業会計

 港湾土地造成事業会計

 電気事業会計

 水道用水供給事業会計

一部事務組合等 －

－

 石川県道路公社

 石川県土地開発公社

 石川県住宅供給公社

 (財)石川県林業公社

 (社)石川県農業開発公社

 (財)奥能登開発公社

 (財)石川県県民ふれあい公社

 (財)石川県産業創出支援機構

 (財)石川県地場産業振興センター

 (財)いしかわまちづくり技術センター

 石川県信用保証協会

（　参 考　）

地方公社・第三セクター

収 益 事 業

公 的 信 用 保 証 機 関

会  計  区  分

公
営
企
業
会
計

一部事務組合・広域連合

地 方 独 立 行 政 法 人

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率


